
 
 

【参考】 

「東京都教育ビジョン」と「東京都教育施策大綱」との関連性 

 
「東京都教育施策大綱」は、東京都の教育の基本的な方向性を示すものとし

て、知事が策定するものです。令和 3 年 3 月に策定した大綱では、基軸となる

学びの実践・改善により実現する東京の目指す教育の姿を「東京型教育モデル」

と位置づけ、その実践において重要な以下の 6 事項を提示しました。 
 

１ 一人ひとりの個性や能力に合った最適な学びの実現 

２ Society5.0 時代を切り拓くイノベーション人材の育成 

３ 世界に羽ばたくグローバル人材の育成 

４ 教育のインクルージョンの推進 

５ 子供たちの心身の健やかな成長に向けたきめ細かいサポートの充実 

６ 子供たちの学びを支える教師力・学校力の強化 

  
この「東京都教育施策大綱」と「東京都教育ビジョン（第５次）」とが基本的

な方針を共有し、より実効力のある施策を展開していくことが重要です。 
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東  京  都  教  育  施  策  ⼤  綱 

地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律に基づき、国の「教育振興基本計画」を参酌し、知事が策定 

施 策 の 展 開 東京都教育ビジョン 

密接に関連 

教育基本法に基づき、国の「教育振興基本計画」を参酌し、東京都教育委員会が策定 

  

ⅡⅡ  東東京京都都教教育育委委員員会会のの組組織織 
    

 

 

１ 教育委員会制度 

  地方公共団体が行う教育行政においては、教育の政治的中立性と継続性・安定性を確保し、

多様な民意を反映する仕組みとして教育委員会制度が採られており、地方公共団体の長から独

立した合議制の執行機関である、教育委員会が設置されている。 

  平成 27 年 4 月 1日から施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、

教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置、教育委員による教育長へのチェック機

能の強化などの改革が行われた。 

 

２ 東京都教育委員会の構成 

  東京都教育委員会は、教育長と 5 人の委員により組織されており、いずれも東京都知事が東

京都議会の同意を得て任命するものである。教育長の任期は 3 年、委員の任期は 4 年である。 

教育長は、教育委員会の会務を総理し（「教育委員会の会議を主宰する」、「教育委員会の権

限に属する全ての事務をつかさどる」、「事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する」）、

教育委員会を代表する。 

また、教育委員は、教育長に対するチェック機能を果たすため、会議の招集や教育長が委任

された事務の管理・執行状況の報告を求めることができる。 

なお、東京都教育委員会の事務を処理するための事務局を東京都教育庁という。 

 

              （令和 6年 4月 1 日現在） 

 職 名 氏  名 任  期 

教育長 浜
はま

 佳
か

葉子
よ こ

 
自 令 和 4 年 4 月 1 日 

至 令 和 9 年 3 月 3 1 日 

委 員 

（教育長職務代理者 

第一順位） 

秋山
あきやま

 千枝子
ち え こ

 
自平成 2 8 年 1 0 月 2 0 日 

至 令 和 6 年 1 0 月 1 9 日 

委 員 

（教育長職務代理者 

第二順位） 

北村
きたむら

 友人
ゆ う と

 
自 平 成 2 9 年 1 0 月 6 日 

至 令 和 7 年 2 月 2 7 日 

委 員 宮原
みやはら

 京子
きょうこ

 
自 令 和 4 年 3 月 1 3 日 

至 令 和 8 年 3 月 1 2 日 

委 員 高橋
たかはし

 純
じゅん

 
自 令 和 5 年 1 0 月 1 日 

至 令 和 9 年 9 月 3 0 日 

委 員 萩原
はぎわら

 智子
と も こ

 
自 令 和 5 年 1 2 月 2 1 日 

至 令 和 9 年 1 2 月 2 0 日 
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教育行政の基本的な政策の策定、教育委員会の会議、事務事業の進行管理、

  教育政策担当課長
  企画担当課長
  予算担当課長

教育政策担当部長   人権教育調整担当課長
デジタル推進担当部長

　調整担当課長
  人事担当課長 
  障害者雇用推進担当課長 

デジタル企画担当課長
デジタル基盤担当課長 
ＩＣＴ環境整備担当課長 
自治体調整担当課長
島しょ教育ＤＸ担当課長

　法務担当課長

高等学校等（中等教育学校含む）設置、管理、就学計画、入学選抜、
施設・設備の整備、都立学校の経営指導

　都立高校改革企画調整担当課長
  都立高校改革推進担当課長

　推進担当部長 　教育改革推進担当課長
教育改革   ものづくり教育推進担当課長

　推進担当部長   入学選抜担当課長
  施設調整担当課長

特別支援教育 特別支援学校の設置、管理、学級編制、施設・設備の整備、障害のある
　推進担当部長 児童生徒等の就学

  特別支援学校改革推進担当課長
  特別支援教育企画調整担当課長

小中学校等の設置、管理、学級編制、施設・設備の整備、区市町村立学校の
健康教育の計画・調整、学校保健・給食の指導・実施

  健康教育担当課長
　歯科保健担当課長

生涯学習・社会教育の振興に係る計画・調整、区市町村との連携、
都立学校公開講座・施設開放

　主任社会教育主事

教育指導の企画・調整、特別活動、安全･情報･体育･健康教育の指導、
生活指導

　教育計画担当課長
指導推進担当部長 　企画推進担当課長

　体育健康教育担当課長
　部活動振興担当課長
　体験活動・学校2020レガシー担当課長
　全国高等学校総合体育大会担当課長

        
　主任指導主事

　主任指導主事

         

　高校教育改革担当課長
　主任指導主事

　
　　 　

日本語指導に係る企画及び調整

国際交流教育に係る総合的な企画及び調整、国際教育事業に係る企画
及び調整

　国際教育推進担当課長
　日本語指導担当課長
　国際教育事業担当課長
　主任指導主事

　教職員任用担当課長
　教職員服務担当課長
　主任管理主事
　管理主事

被服貸与、教職員住宅、学校職員の健康管理、教職員文化会

人 事 給 与
情 報 課

学校職員の給与支給、給与・人事情報

職員の人事・給与、文書、情報公開、都議会及び区市町村との連絡調整

教育庁及び教育機関におけるデジタル関連施策の総合的な企画、調整及び推進
に関すること

総 務 部

教育庁組織と事務分掌（令和6年4月1日現在）

主 な 分 掌 事 務

教 育 政 策 課
組織・定数、予算・決算、政策連携団体の調整、情報化推進、人権教育の調整

総 務 課

教 育 課

多 摩 教 育 事 務 所

高 等 学 校
出張所（大島、三宅、八丈、小笠原）

法 務 監 察 課

契 約 管 財 課

東部学校経営支援センター 支　所

都 立 学 校 教 育 部   学校経営指導担当課長 　

高校改革

特 別 支 援
教 育 課

学 校 健 康 都立学校における健康教育の計画・調整、学校保健・給食の指導・実施
推 進 課
営 繕 課 都立学校、教育機関等の建設・修繕、区市町村立学校の施設整備の指導

地 域 教 育 支 援 部 管 理 課 文化財の保護、博物館の登録、社会教育施設の管理

教
育
長

次
　
長

西部学校経営支援センター 支　所

義 務 教 育 課

教
育
監 生 涯 学 習 課

技
監

中 央 図 書 館 多 摩 図 書 館

管 理 課

指 導 企 画 課

国 際 交 流

指導事務の総合管理、教科用図書の採択

指 導 部

中部学校経営支援センター 支　所

小・中学校の教育課程、教育内容の指導
指 導 課

特別支援教育 特別支援学校等の教育課程、教育内容の指導
指 導 課

給 付 貸 付 課 公立学校共済組合の組合員資格・給付・貸付事業・退職手当、恩給

グローバル人材育成部 国際教育企画に係る総合的な調整、国際教育推進に係る企画及び調整、

職 員 課 教育職員の任免等の人事

勤 労 課 学校職員の人事制度、勤務条件、職員団体等

人 事 部 選 考 課 教育職員等の免許、選考

 人事企画担当部長 試 験 課 試験問題の作成、研究調査

監察、監査、訴訟、行政不服審査

教 育 課

  社会教育施設調整担当課長

福 利 厚 生 部 福 利 厚 生 課 福利厚生事業の企画・調整、公務災害、公立学校共済組合の保健事業、

高 等 学 校 高等学校等の教育課程、教育内容の指導
教 育 指 導 課

教職員研修センター

教 育 相 談 セ ン タ ー

人 事 計 画 課 学校職員の定数、給与等の経理

国 際 教 育
企 画 課

義 務 教 育

契約、物品・教育財産・用地の管理

広 報 統 計 課 調査・統計、広報・広聴

デ ジ タ ル
推 進 課

 

附属機関 

令和６年 4 月 1 日現在 

名    称 根 拠 法 令 所 掌 事 務 委員数（人） 任期（年） 主管課 

東 京 都 

産 業 教 育 

審 議 会 

産業教育振興法
第 11 条、東京都
産業教育審議会
に 関 す る 条 例 

産業教育の振興を図るため、東京都
教育委員会又は知事の諮問に応じて
産業教育に関し、調査審議し建議す
る。 

15 

 

2 

 

都立学校 

教 育 部 

高等学校 

教 育 課 

東 京 都 

文 化 財 保 

護 審 議 会 

文化財保護法第
190 条､東京都文
化 財 保 護 条 例 

東京都教育委員会の諮問に応じて、
文化財の保存、活用に関する重要事
項を調査審議し、建議する。 

20 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

管 理 課 

東 京 都 

学 校 保 健 

審 議 会 

東京都学校保健
審 議 会 条 例 

 

公立学校の保健管理の万全を期する
ため、学校の保健衛生に関して審議
し、答申する。 

20 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

義務教育課 

東 京 都 

生 涯 学 習 

審 議 会 

生涯学習の振興
の た め の 施 策 の
推進体制等の整
備 に 関 す る 法 律
第 10 条、社会教
育法第 13 条、東
京都生涯学習審
議 会 条 例 

東京都教育委員会又は東京都知事
の諮問に応じ、都民の生涯学習に資
するための施策の総合的な推進に関
する重要事項について調査審議す
る。また、都が行う社会教育関係団体
への補助金交付について、調査審議
する。 

25 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

生涯学習課 

 

東 京 都 

教 科 用 

図 書 選 定 

審 議 会 

義務教育諸学校
の教科用図書の
無償措置に関す
る法律第 11 条 

教科書採択に関する東京都教育委員
会の諮問に応じて調査審議し、建議
する。 

20 

 

毎 年 度 

4 月 1 日 

～ 

8 月 31 日 

指 導 部 

管 理 課 

 

東 京 都 教
育委員会い
じめ問題対
策 委 員 会 

い じ め 防 止 対 策
推進法第 14 条・
28 条、東京都いじ
め防止対策推進
条 例 

東京都教育委員会の諮問に応じ、い
じめの未然防止、早期発見及び対処
のための対策の推進について調査審
議し、答申する。また、都立学校にお
いていじめ防止対策推進法に規定す
る重大事態が発生した場合には、同
法に規定する組織として調査を行い、
その結果を東京都教育委員会に報告
する。 

10 

（以内） 

2 指 導 部 

指導企画課 

東 京 都 立
図 書 館 
協 議 会 

図 書 館 法 第 1 4
条 、 東 京 都 立 図
書 館 条 例 

図書館の運営に関し、館長の諮問に
応じるとともに、図書館奉仕につい
て、館長に意見を述べる。 

20 

（以内） 

 

2 

 

都立中央 

図 書 館 
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教育行政の基本的な政策の策定、教育委員会の会議、事務事業の進行管理、

  教育政策担当課長
  企画担当課長
  予算担当課長

教育政策担当部長   人権教育調整担当課長
デジタル推進担当部長

　調整担当課長
  人事担当課長 
  障害者雇用推進担当課長 

デジタル企画担当課長
デジタル基盤担当課長 
ＩＣＴ環境整備担当課長 
自治体調整担当課長
島しょ教育ＤＸ担当課長

　法務担当課長

高等学校等（中等教育学校含む）設置、管理、就学計画、入学選抜、
施設・設備の整備、都立学校の経営指導

　都立高校改革企画調整担当課長
  都立高校改革推進担当課長

　推進担当部長 　教育改革推進担当課長
教育改革   ものづくり教育推進担当課長

　推進担当部長   入学選抜担当課長
  施設調整担当課長

特別支援教育 特別支援学校の設置、管理、学級編制、施設・設備の整備、障害のある
　推進担当部長 児童生徒等の就学

  特別支援学校改革推進担当課長
  特別支援教育企画調整担当課長

小中学校等の設置、管理、学級編制、施設・設備の整備、区市町村立学校の
健康教育の計画・調整、学校保健・給食の指導・実施

  健康教育担当課長
　歯科保健担当課長

生涯学習・社会教育の振興に係る計画・調整、区市町村との連携、
都立学校公開講座・施設開放

　主任社会教育主事

教育指導の企画・調整、特別活動、安全･情報･体育･健康教育の指導、
生活指導

　教育計画担当課長
指導推進担当部長 　企画推進担当課長

　体育健康教育担当課長
　部活動振興担当課長
　体験活動・学校2020レガシー担当課長
　全国高等学校総合体育大会担当課長

        
　主任指導主事

　主任指導主事

         

　高校教育改革担当課長
　主任指導主事

　
　　 　

日本語指導に係る企画及び調整

国際交流教育に係る総合的な企画及び調整、国際教育事業に係る企画
及び調整

　国際教育推進担当課長
　日本語指導担当課長
　国際教育事業担当課長
　主任指導主事

　教職員任用担当課長
　教職員服務担当課長
　主任管理主事
　管理主事

被服貸与、教職員住宅、学校職員の健康管理、教職員文化会

人 事 給 与
情 報 課

学校職員の給与支給、給与・人事情報

職員の人事・給与、文書、情報公開、都議会及び区市町村との連絡調整

教育庁及び教育機関におけるデジタル関連施策の総合的な企画、調整及び推進
に関すること

総 務 部

教育庁組織と事務分掌（令和6年4月1日現在）

主 な 分 掌 事 務

教 育 政 策 課
組織・定数、予算・決算、政策連携団体の調整、情報化推進、人権教育の調整

総 務 課

教 育 課

多 摩 教 育 事 務 所

高 等 学 校
出張所（大島、三宅、八丈、小笠原）

法 務 監 察 課

契 約 管 財 課

東部学校経営支援センター 支　所

都 立 学 校 教 育 部   学校経営指導担当課長 　

高校改革

特 別 支 援
教 育 課

学 校 健 康 都立学校における健康教育の計画・調整、学校保健・給食の指導・実施
推 進 課
営 繕 課 都立学校、教育機関等の建設・修繕、区市町村立学校の施設整備の指導

地 域 教 育 支 援 部 管 理 課 文化財の保護、博物館の登録、社会教育施設の管理

教
育
長

次
　
長

西部学校経営支援センター 支　所

義 務 教 育 課

教
育
監 生 涯 学 習 課

技
監

中 央 図 書 館 多 摩 図 書 館

管 理 課

指 導 企 画 課

国 際 交 流

指導事務の総合管理、教科用図書の採択

指 導 部

中部学校経営支援センター 支　所

小・中学校の教育課程、教育内容の指導
指 導 課

特別支援教育 特別支援学校等の教育課程、教育内容の指導
指 導 課

給 付 貸 付 課 公立学校共済組合の組合員資格・給付・貸付事業・退職手当、恩給

グローバル人材育成部 国際教育企画に係る総合的な調整、国際教育推進に係る企画及び調整、

職 員 課 教育職員の任免等の人事

勤 労 課 学校職員の人事制度、勤務条件、職員団体等

人 事 部 選 考 課 教育職員等の免許、選考

 人事企画担当部長 試 験 課 試験問題の作成、研究調査

監察、監査、訴訟、行政不服審査

教 育 課

  社会教育施設調整担当課長

福 利 厚 生 部 福 利 厚 生 課 福利厚生事業の企画・調整、公務災害、公立学校共済組合の保健事業、

高 等 学 校 高等学校等の教育課程、教育内容の指導
教 育 指 導 課

教職員研修センター

教 育 相 談 セ ン タ ー

人 事 計 画 課 学校職員の定数、給与等の経理

国 際 教 育
企 画 課

義 務 教 育

契約、物品・教育財産・用地の管理

広 報 統 計 課 調査・統計、広報・広聴

デ ジ タ ル
推 進 課

 

附属機関 

令和６年 4 月 1 日現在 

名    称 根 拠 法 令 所 掌 事 務 委員数（人） 任期（年） 主管課 

東 京 都 

産 業 教 育 

審 議 会 

産業教育振興法
第 11 条、東京都
産業教育審議会
に 関 す る 条 例 

産業教育の振興を図るため、東京都
教育委員会又は知事の諮問に応じて
産業教育に関し、調査審議し建議す
る。 

15 

 

2 

 

都立学校 

教 育 部 

高等学校 

教 育 課 

東 京 都 

文 化 財 保 

護 審 議 会 

文化財保護法第
190 条､東京都文
化 財 保 護 条 例 

東京都教育委員会の諮問に応じて、
文化財の保存、活用に関する重要事
項を調査審議し、建議する。 

20 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

管 理 課 

東 京 都 

学 校 保 健 

審 議 会 

東京都学校保健
審 議 会 条 例 

 

公立学校の保健管理の万全を期する
ため、学校の保健衛生に関して審議
し、答申する。 

20 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

義務教育課 

東 京 都 

生 涯 学 習 

審 議 会 

生涯学習の振興
の た め の 施 策 の
推進体制等の整
備 に 関 す る 法 律
第 10 条、社会教
育法第 13 条、東
京都生涯学習審
議 会 条 例 

東京都教育委員会又は東京都知事
の諮問に応じ、都民の生涯学習に資
するための施策の総合的な推進に関
する重要事項について調査審議す
る。また、都が行う社会教育関係団体
への補助金交付について、調査審議
する。 

25 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

生涯学習課 

 

東 京 都 

教 科 用 

図 書 選 定 

審 議 会 

義務教育諸学校
の教科用図書の
無償措置に関す
る法律第 11 条 

教科書採択に関する東京都教育委員
会の諮問に応じて調査審議し、建議
する。 

20 

 

毎 年 度 

4 月 1 日 

～ 

8 月 31 日 

指 導 部 

管 理 課 

 

東 京 都 教
育委員会い
じめ問題対
策 委 員 会 

い じ め 防 止 対 策
推進法第 14 条・
28 条、東京都いじ
め防止対策推進
条 例 

東京都教育委員会の諮問に応じ、い
じめの未然防止、早期発見及び対処
のための対策の推進について調査審
議し、答申する。また、都立学校にお
いていじめ防止対策推進法に規定す
る重大事態が発生した場合には、同
法に規定する組織として調査を行い、
その結果を東京都教育委員会に報告
する。 

10 

（以内） 

2 指 導 部 

指導企画課 

東 京 都 立
図 書 館 
協 議 会 

図 書 館 法 第 1 4
条 、 東 京 都 立 図
書 館 条 例 

図書館の運営に関し、館長の諮問に
応じるとともに、図書館奉仕につい
て、館長に意見を述べる。 

20 

（以内） 

 

2 

 

都立中央 

図 書 館 

 

 

 

東
京
都
教
育
委
員
会

の
組
織
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1 就学前教育と小学校教育とのより一層の円滑な接続を図るための取組の推進

2 小学校教科担任制の推進による教育の質の向上

3 エデュケーション・アシスタントの配置支援

4 小学校、中学校及び高等学校等における特別支援教育の充実

5 高等学校における学力の確実な定着

6 高等学校通信制課程におけるサポート体制の充実

7 島しょにおける教育活動の充実

8 外部人材を活用した授業以外の場における学習支援の充実

1 デジタルを活用したこれからの学び

2 授業改善に資する研究・研修の推進

3 高等学校における新しい価値を創造する力を育む教育の推進

1 ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェクトの推進

2 プログラミング教育の着実な推進

3 情報モラル教育の着実な推進

4 情報活用能力等を兼ね備え、新たな時代をけん引する理数系人材の育成

5 社会の変化に対応した実践力あるＩＴ人材の育成

1 起業家精神を育む教育（アントレプレナーシップ教育）の推進

2 企業と連携した東京の産業を担う人材の育成

3 次代を担うものづくり人材の育成

4 東京の食を支える人材の育成

5 東京の匠の技術を守り育てていく人材の育成

1 小学校・中学校における理数教育の推進

2 高等学校における理数教育の充実

3 高大連携の推進

1 小学校における外国語教育の充実

2 中学校における外国語教育の充実

3 高等学校における外国語教育の充実

4 授業で学んだ英語を活用する機会の充実

5 国内外の課題を解決する創造的・論理的思考力の育成の充実

6 教員の指導力の向上

1 学校における国際交流への支援

2 国際交流の取組の推進

3 高校生の留学・海外大学進学への支援

4 豊かな国際感覚を醸成する都立学校の整備

1 多様な芸術・文化に対する理解の促進

2 高等学校における「江戸から東京へ」の活用推進

3 多様なニーズに応じた文化部活動の充実

4 文化部活動の地域連携・地域移行

5 特別支援学校における文化部活動の推進

1 キャリア教育の充実

2 高等学校における東京都独自の教科「人間と社会」の推進

3 知的障害特別支援学校における職業教育の充実

4 将来の東京の教育を担う意欲ある人材の育成・確保

1 主権者として社会に参画する能力の育成

2 環境教育の推進

3 共生社会の形成

1 学校教育における人権教育の推進

2 社会教育における人権教育の推進

1 小学校・中学校における「考え議論する道徳」の推進

2 体験活動の充実

3 高等学校における東京都独自の教科「人間と社会」の推進（再掲）

4 子供の読書活動の推進

1 「いじめ総合対策」の着実な推進

2 ＳＯＳの出し方に関する教育の推進

3 子供自らの成長・発達を支える生活指導の推進

4 教育相談の一層の充実

5 児童・生徒の問題行動等の解決に向けた学校と地域、関係機関等との連携の強化

6 情報モラル教育の着実な推進（再掲）

7 教職員等による児童生徒性暴力の防止

Ⅰ
　
自
ら
未
来
を
切
り
拓
く
力
の
育
成

豊かな心を育
て、生命や人
権を尊重する
態度を育む教
育

5

主体的に社会
の形成に参画
する態度を育
む教育

⑪
人権尊重の理念を定着させ、あらゆる
偏見や差別をなくす教育の充実

⑬
いじめ防止等の対策や自殺対策に
資する教育等、健全育成に係る取
組の推進

⑫
他者への思いやりなど、豊かな心
を一人ひとりの子供たちに育む教
育の推進

4

異なる言語や文化を乗り越え関係
を構築する力、新しい価値を創造
する力の育成

⑦
豊かな国際感覚を身に付け、世界
をけん引していくことができる人
材の育成

　
⑧

我が国の伝統・文化等に立脚した
広い視野や多様な人々と協働する
力の育成

3

グローバルに
活躍する人材
を育成する教
育

⑥

⑨
自分の希望する将来への道がつな
がっていることを実感できる学び
の実現

⑩
SDGsの理念等を踏まえた持続可能
な社会づくりに貢献できる人材の
育成

1

全ての児童・
生徒に確かな
学力を育む教
育

①
これからの社会を生きるために必
要な基礎的、基本的な知識・技能
の確実な習得

②
「主体的・対話的で深い学び」の
実現に向けた授業改善の推進

2

Society5.0時
代を切り拓く
イノベーショ
ン人材を育成
する教育

③
デジタルトランスフォーメーショ
ン（ＤＸ）時代を生き抜く人材の
育成

④
新たな価値の創造に向けた専門的
能力・職業実践力の育成

　
⑤

科学的に探究する力を伸ばす理数
教育の推進

柱柱 基基本本的的なな方方針針 ５５かか年年のの施施策策展展開開のの方方向向性性 主主なな施施策策展展開開
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